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○館林市民間保育所等補助金交付要綱 

平成19年３月13日館林市告示第26号 

改正 

平成23年10月28日告示第108号 

平成29年３月31日告示第59号 

平成31年３月20日告示第36号 

令和３年３月16日告示第58号 

令和４年３月24日告示第66号 

令和４年12月28日告示第239号 

令和５年９月22日告示第222号 

令和６年８月21日告示第137号 

館林市民間保育所等補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間事業者が設置し、及び運営する保育所等に対し、予算の範囲内において

補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 保育所等 次に掲げる施設をいう。 

ア 児童福祉法（昭和22法律第164号）第39条第１項に規定する保育所 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律

第77号）第２条第６項に規定する認定こども園 

(２) 重度障がい児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第３条第

１項の規定に基づく、特別児童扶養手当の対象児童（所得により手当の支給が停止されている

場合も含む。）をいう。 

(３) 中・軽度障がい児 医療機関等において障がいを有すると判断された児童（重度障がい児

を除く。）をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表の補助区分ご

とに掲げる保育事業とする。 

（交付申請） 



2/11 

第４条 補助金の交付を受けようとする民間事業者（以下「申請者」という。）は、館林市民間保

育所等補助金交付申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第５条 市長は、申請者から前条の申請を受けた場合は、内容を審査し、補助金の交付を適当と認

めるときは、館林市民間保育所等補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により当該申請者に

通知するものとする。 

（補助金の使途制限） 

第６条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助

金の使途については、別表の補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の補助対象経費の欄に掲

げる経費に使用しなければならない。 

（変更交付申請） 

第７条 補助事業者は、交付決定後の事情により補助金の追加交付等を受ける必要がある場合には、

館林市民間保育所等補助金変更交付申請書（別記様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（補助金の概算払） 

第８条 市長は、必要があると認める場合においては、補助金交付決定額の範囲内において概算払

することができる。 

（補助対象事業の中止等） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助対象事業の中止又は廃止を承認したときは、補助金の交付決定

を取り消し、又は変更することができる。 

（事業実績報告） 

第10条 補助事業者は、補助対象事業完了後30日以内又は当該事業年度の次年度の４月５日のいず

れか早い日までに、館林市民間保育所等補助金実績報告書（別記様式第４号）を市長に提出しな

ければならない。ただし、別表補助区分の欄中市費単独補助関係に係るもの及び前条第１項の規

定により補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は除く。 

２ 市長は、補助事業者から前項の報告を受けたときは、内容を審査し、館林市民間保育所等補助

金額確定通知書（別記様式第５号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（書類の整備等） 

第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当
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該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から

５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年10月28日告示第108号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（館林市民間保育所障害児保育補助金交付要綱の廃止） 

２ 館林市民間保育所障害児保育補助金交付要綱（平成16年館林市告示第17号）は、廃止する。 

附 則（平成29年３月31日告示第59号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

附 則（平成31年３月20日告示第36号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月16日告示第58号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年３月24日告示第66号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和４年２月１日から適用する。 

附 則（令和４年12月28日告示第239号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年９月22日告示第222号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年８月21日告示第137号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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別表（第３条、第10条関係） 

補助区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 

子ども・子育て支援

交付金関係 

館林市子ども・子育て支

援事業計画に基づく事

業のうち、国の子ども・

子育て支援交付金交付

要綱に定める事業 

事業計画に係る経費の

うち、国の子ども・子育

て支援交付金交付要綱

に定める経費で、市長が

認める額 

国の子ども・子育て支援交

付金交付要綱に定める基準

額で、市長が認める額 

保育対策総合支援

事業費補助金 

保育対策総合支援事業

費補助金交付要綱に定

める事業 

事業経費に係る経費の

うち、国の保育対策総合

支援事業費補助金交付

要綱に基づく経費で、市

長が認める額 

国の保育対策総合支援事業

費補助金交付要綱に定める

基準額により算定した額

で、市長が認める額 

県費補助関係 群馬県保育充実促進費

補助金交付要綱に定め

る事業 

群馬県保育充実促進費

補助金交付要綱に定め

る経費 

群馬県保育充実促進費補助

金交付要綱に定める基準額

（ただし、群馬県内の中核

市及び群馬県外からの広域

入所児童も対象児童とす

る。） 

群馬県保育対策等促進

事業費補助金交付要綱

に定める事業 

群馬県保育対策等促進

事業費補助金交付要綱

に定める経費 

群馬県保育対策等促進事業

費補助金交付要綱に定める

基準額 

群馬県保育所等及び放

課後児童クラブにおけ

る物価高騰対策支援事

業補助金交付要綱に定

める事業 

群馬県保育所等及び放

課後児童クラブにおけ

る物価高騰対策支援事

業補助金交付要綱に定

める経費 

群馬県保育所等及び放課後

児童クラブにおける物価高

騰対策支援事業補助金交付

要綱に定める基準額 

群馬県感染症対策のた

めの改修整備等事業費

補助金交付要綱に定め

群馬県感染症対策のた

めの改修整備等事業費

補助金交付要綱に定め

群馬県感染症対策のための

改修整備等事業費補助金交

付要綱に定める基準額 



5/11 

る事業 る経費 

市費単独補助関係 保育所等運営費補助事

業 

国の交付基準による保

育所等運営（委託及び施

設型給付）費以外の運営

費として、保育所等運営

の充実を図る経費及び

園庭遊具保守等に係る

経費 

(１) 入所児童処遇改善費 

当該年度の10月１日の入所

人員に基づいて算出した年

間保育所等運営（委託及び

施設型給付）費×2.5％（算

出された額に1,000円未満

の端数が生じた場合には、

これを切り捨てる。） 

(２) 施設管理費 

１園当たり63,000円 

諸行事記念品代補助事

業 

行事等において、保育の

実施児童に交付する記

念品等に要する経費 

750円×定員数（２・３号認

定） 

長時間保育奨励事業 11時間開所に対応する

保育所であり、かつ、延

長保育促進事業を実施

していない保育所にお

ける保育士雇用に係る

経費 

市の会計年度任用職員（保

育士）の報酬を基に算定し

た額 

乳児受入支援事業 年度途中における０歳

児の受入体制を確保す

るため、年度当初におけ

る最低必要保育士数の

ほかに雇用した保育

士・保育教諭（その他補

助及び加算を受けてい

ない者に限る。）に係る

人件費 

最低必要保育士数を超えて

保育士・保育教諭を雇用し

た後、０歳児の年度途中入

園がはじめて確定した月に

おいて、１園当たり800,000

円 
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障がい児受入支援事業 心身に障がいを有する

乳幼児の保育を推進す

るため、最低必要保育士

数のほかに障がい児保

育を担当させるために

雇用した保育士・保育教

諭（その他補助及び加算

を受けていないものに

限る。）に係る人件費 

保育士・保育教諭１人の配

置に対し、次の対象児童数

により積算した額 

（対象児童数） 

重度障がい児２人まで 

中・軽度障がい児４人まで 

（１人月額） 

重度障がい児 

74,140円 

中・軽度障がい児 

37,700円 
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別記様式第１号（第４条関係） 
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別記様式第２号（第５条関係） 
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別記様式第３号（第７条関係） 
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別記様式第４号（第10条関係） 
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別記様式第５号（第10条関係） 

 


